研究課題名：
研究結果公表終了を含む研究終了後の岩手医科大学における研究不正を防止するためのチェックリスト　
[bookmark: _GoBack]
＊適切に対応できている項目にはチェック（）を入れること。また、対応が不十分である項目については、速やかに適切な改善措置をとること。


１．研究者自身が守るべき基本的なルールが実行されていたか

☐　研究者は以下の規程・指針を遵守した。
· 岩手医科大学における研究活動の不正行為防止に関する規程1 
· 岩手医科大学における学術研究活動に係る行動規範2 
· 不正行為防止に向けた研究成果の発表に関する指針3 
· 岩手医科大学研究データポリシー4,5
· 岩手医科大学における公的研究費の管理・監査の基本方針6 
（参考資料）
1. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/fuseiboshi/pdf/kenkyukatudokitei.pdf
2. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/fuseiboshi/pdf/kodokihan.pdf
3. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/fuseiboshi/pdf/huseikoui.pdf
4. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/fuseiboshi/pdf/datepolicy.pdf
5. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/fuseiboshi/pdf/datepolicy_exp.pdf
6. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/fuseiboshi/pdf/kihonhosin.pdf

☐　研究指導責任者（監督者（教授等、管理監督の地位にある者）：研究指導者（後述）と必ずしも同一ではない）は本チェックリストに記載されている内容を具体的に遵守するために各研究室ごとに適した研究室マニュアルを作成して研究指導者、研究者と共有した。

☐　研究者は、実施する内容に応じ、大学の規程に定められている研究ルールに係る以下の講習会を受講した。
· 公的研究費取扱説明会
· 倫理審査委員会教育セミナー（ICR臨床研究入門（e-learning））
· 動物実験に関わる教育訓練（講習会）
· 微生物実験従事者講習会
· 組換えDNA実験従事者講習会
☐　研究者は、実施する研究内容に応じて以下の内容を理解し遵守した。
· 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針1
· 岩手医科大学動物実験規程²
· 岩手医科大学病原体等安全管理規程3
· 岩手医科大学組換えDNA実験安全管理規則4
· 岩手医科大学バイオセーフティーマニュアル⁵
· 公的研究費取扱マニュアル⁶
（参考資料）
1. https://www.mhlw.go.jp/content/001077424.pdf
2. https://exp-animal.iwate-med.ac.jp/99_blank.html
3. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/private/sangakuchizai/biosafety.html
4. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/private/sangakuchizai/kumikae-dna.html 
5. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/private/sangakuchizai/biosafety.html 
6. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/private/fuseiboshi/kotekimanual.pdf

以下５つの中項目は各研究内容によって該当するものにチェックを入れる。
☐　研究者は、新たに実施あるいは継続実施する人を対象とする生命科学・医学研究に関する倫理指針に基づいて実施される研究について、倫理審査委員会への研究計画書等の提出による申請手続きをとり、倫理審査委員会の承認、研究機関の長による研究実施許可を得た後に、研究を実施したか（研究機関の長による研究実施許可を得る前に開始していないか）。
· 研究の経過および研究終了報告書を、倫理審査委員会に提出したか（研究期間が終わっても研究を継続していないか）。

☐　研究者は、新たに実施あるいは継続実施する動物実験について、動物実験委員会への岩手医科大学動物実験計画書を提出による申請手続きをとり、学長の承認を得た後に、研究を実施したか。
· 研究の経過および研究終了報告書を動物実験委員会に提出した。

☐　研究者は、新たに実施あるいは継続実施するBSL2以上の病原体等を取扱う研究を行う際、病原体等取扱届や微生物実験計画書を作成し、病原体等安全管理委員会に申請して、学長の承認を得た後に、研究を実施したか。
· 研究終了報告書を、病原体等安全管理委員会に提出した。

☐　研究者は、新たに実施あるいは継続実施する組換えDNA実験について、第二種使用等拡散防止措置確認申請書（組換えDNA実験計画）を作成し、組換えDNA実験安全委員会に申請して、学長の承認を得た後に、研究を実施したか。
· 研究終了報告書を、組換えDNA実験安全委員会に提出した。
· ゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等に係る実験を実施する場合には、別途、ゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等に係る実験計画報告書を作成し、組換えDNA実験安全委員会に申請して、学長の承認を得た後に、研究を実施した。

☐　研究者は、研究成果発表（論文および学会発表）の際には、倫理審査委員会、動物実験委員会、病原体等安全管理委員会あるいは組換えDNA実験安全委員会から審査をうけて大学の承認を得ていることを明示したか。

☐　常勤、非常勤に関わらず学内で行う研究者は、自身の研究活動予定を講座内カレンダー等に反映させるなど，研究計画の実態が研究指導者（大学院生等のメンターも含む）および研究責任者が確認できるようにしたか。

☐　研究者は、公的研究費の使用において以下のマニュアルを理解した。
· 研究費の不正使用防止のための管理マニュアル1
· 公的研究費取扱マニュアル2
（参考資料）
1. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/fuseiboshi/pdf/kanrimanual.pdf
2. https://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/private/fuseiboshi/kotekimanual.pdf

☐　研究者は、試薬等の発注にあたっては、研究指導者、共同研究者及び研究指導責任者、研究費管理者の了解のもと、本学の定める公的研究費の執行における事務処理要領に沿って実施したか。
https://w3j.iwate-med.ac.jp/kikakuka/private/kitei/data/21-066.pdf 

☐　研究者は、本学の有害物質管理部会が定めた試薬管理マニュアルに従って、試薬の購入、管理、廃棄を実施したか。
https://w3j.iwate-med.ac.jp/syomuka/private/bunsyo/shiyaku_manual.pdf 

☐　研究者は、以下の重要性について理解し、適切に運用したか
· 実験ノートの作成と研究データの管理（「３．研究データの保存、破棄が適切に実施されているか」を参照）。
· 研究進捗状況の確認のための指導体制内の定期的なミーティングの開催（「２．研究者に対する研究指導責任者の研究指導が適切に実施されているか」を参照）。
· データの正当性について、上記のミーティングでの確認。

☐　研究指導者（後述）、研究指導責任者、共同研究者を含む研究に係るすべての研究者、は、日本学術振興会により実施される研究倫理eラーニングコース（eL CoRE）を定期的に受講し、研究活動における不正行為について、特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）について認識を深め、また、それ以外の好ましくない研究行為についても認識し、研究不正行為に関わらないための倫理教育を享受したか。
· 各部署が主催する研究倫理に係るFD等にも参加したか。

☐　利益相反（COI）の申告と、必要な管理手続きがなされていたか。
· 研究指導責任者、研究指導者および全研究者が毎年度COI自己申告を行っていた。
· COI自己申告を行うことにより審査委員会等によるCOIの管理を受けていた。
· COIの開示（学会発表・論文など）を適切に行っていた。


２．研究者に対する研究指導責任者の研究指導が適切に実施されていたか

☐　研究を始める前に研究指導責任者を決めていたか。

☐　研究指導責任者以外に直接の研究指導者等研究の指導体制を明らかにしていたか。
· 大学院生等、若手研究者等あるいは外国人研究者が自立した研究活動を遂行できるようメンターとなる研究指導者を配置していたか。

☐　研究指導責任者は、内部、外部を含む共同研究者の役割と責任を明確にしていたか。
· 各共同研究者間で各自の役割と責任を明確にしていたか。

☐　研究指導者は、研究を始める前、研究中、研究終了後に研究室内マニュアルをもとに、研究者に対し指導を実施していたか。
· 研究指導者は、研究者に対し研究の進捗状況を適宜チェックしていた。
· 研究指導者は、データの取り方（実験手技、プロトコール、データ取得方法、撮影方法、保存方法、実験ノートの記載方法等）、データの確認や研究進捗状況について、指導体制内および共同研究者間の定期的なミーティングにより、その内容をチェックしていた。


３．ねつ造(fabrication)と改ざん(falsification)防止のため研究データの保存、破棄が適切に実施されていたか

☐　研究者は研究の過程を作成者、作成日時及び属性等とともに実験ノートなどの形で記録に残していたか。また、実験等の操作の記録やデータ取得の条件等を、後日の利用・検証に役立つように実験ノートに記載していたか。

☐　研究者は生データをなるべく電子データとし、pass wordを用いて研究室内共有のハードディスクあるいはクラウドに保存し、修正記録が残るように管理していたか。
· 研究指導者は修正記録等を定期的（１-2回／月）にチェックをし、不正な修正が行われていないことを確認していた。

☐　研究者は電子データ化できない生データは実験ノートに記載あるいは貼り付け、保存していたか。
· 研究指導者は修正記録を定期的（１-2回／月）にチェックをし、不正な修正が行われていないことを確認していた。

☐　研究者および研究指導者は生データを当該論文等の発表後10年間研究室内共有のハードディスクあるいはクラウドに保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合に開示できるようにしていたか。

☐　研究者および研究指導者は実験試料、標本や装置など（保存・保管が本質的に困難なものや保存に多大なコストがかかるものを除く）を当該論文等の発表後5年間保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合に開示できるようにしていたか。

☐　研究者および研究指導者は法令や共同研究等における契約等により研究データの保存期間が上記の期間より長く定められているときは、その定めに従うことについて理解するとともに、実行していたか。

☐　研究指導責任者は、研究者の転出や退職後も、上記の通りに定める期間において、研究データを管理していたか。

☐　研究指導責任者は、研究者が転出や退職時に守秘義務契約あるいは共同研究契約をせず研究データを持ち出していないかを確認していたか。

☐　研究指導責任者は、自身が退任する際には、後任の研究指導責任者に、保管中の研究データを引き渡し、後任の研究指導責任者は、これを継続管理していたか。

☐　各学部長および医歯薬総研所長、教養教育センター長は、研究指導責任者が転出や退職時に守秘義務契約あるいは共同研究契約をせず研究データを持ち出していないかを確認していたか。

☐　研究者および研究指導者は、保存期間が過ぎたデータの破棄に関し、個人情報、技術情報、及び契約等において秘密管理等が要求されている情報等については、再生できないように完全に破棄していたか。

☐　研究指導責任者は、上記の完全な破棄を確認していたか。


４．研究成果発表（学会発表および論文発表）に向けた体制を適切に確立していたか

☐　誠実な研究活動のための研究環境の質的向上に努めていたか
· 不正を行う動機（誘惑や圧力）を有していなかった。
· 不正を行う機会（不正を可能にする環境）がなかった。
· 不正行為で得られた結果を自身で正当化していなかった。

☐　研究者は、学会発表規程や論文投稿規程に適合するように実験データを加工する際には、元データと加工後データとの整合性を確認してたか。
· その内容を指導体制内のミーティングによりチェックし、指導体制内のすべての構成員および学内外の共同研究者が加工後データの正当性を確認していた。

☐　研究者は、iThenticateを用いて、すでに公表された論文との類似性、二重投稿や二重出版、あるいは分割発表の可能性や剽窃など盗用(plagiarism)及び流用(appropriation)の有無をチェックしていたか。
· その結果を当該研究に係る全ての研究者（研究指導者、研究指導責任者も含む）と情報共有できていた。
· 論文（抄録、本文）の既報に対する類似性のiThenticateによる許容される率は、投稿を予定している使用とする学術誌の基準に準じているか。
· 他誌に公表されている図あるいは表等の引用時には版権を有する権利者（出版社）などに問い合わせていた。

☐　研究者は、論文の作成を行う過程で、引用すべき論文の適性を十分に検討していたか。
· 当該研究に係る全ての研究者（研究指導者、研究指導責任者も含む）の承諾を得ていた。

☐　研究者は、上記すべての作業終了後の最終稿に関し、当該研究に係る全ての研究者（研究指導者、研究指導責任者も含む）の承認が得られていたか。

☐　研究者は、研究構想およびデザインの設定、データ取得、データ分析および解釈、論文の作成と検討、など研究への実質的貢献と学界で共有されている適切な基準に基づいて、当該著者全員の理解のもと、投稿予定論文のオーサーシップの範囲を定めていたか。
· 各著者の具体的な貢献内容について、明示をしていた。
· 筆頭著者および責任著者に関し、当該著者全員の理解を得ていた。

☐　研究者は、著者の条件を満たさないにもかかわらず著者に加えるギフト・オーサーシップ、著者の資格があるにもかかわらず著者に加えられないゴースト・オーサーシップのような不適切なオーサーシップを行使しないようにしていたか。

☐　研究者は、オーサーシップを満たさないが、研究に協力した関係者に対しては、謝辞に含めていたか。
· 謝辞に含めるかどうかについては、すべての著者の同意のもと、実施していた。

☐　研究者は、共同著者と十分な意見交換をし、さらには、共同著者の理解を得た上で、投稿先を決定、あるいは、投稿先の規程に応じて投稿予定論文のさらなる加筆・修正をしていたか。

☐　研究者は、研究成果の学会発表や論文発表にあたり、各著者が有する利益相反の状況について確認し、その結果を明示していたか。

☐　研究者は、研究成果の学会発表や論文発表にあたり、当該研究を行うための外部資金（企業からの受託研究費あるいは公的研究資金等）を明示していたか。
☐　研究者は、日本学術振興会をはじめとする公的研究資金を利用して実施した研究が論文化された時に必要となるオープンアクセス化あるいは本学図書館のリポジトリーの活用による研究成果の公表、および論文の根拠データの公開（2026年度から開始予定）を理解していたか。

☐　研究者が大学院生等、若手研究者あるいは外国人研究者の場合、上記すべての項目についてメンターとなる研究指導者が事前にチェック、指導していたか。


5． 学外組織の二重投稿やオーサーシップあるいは不適切な査読に係る規程、並びに、ChatGPTをはじめとした生成系AIの利用に係る規程を確認していたか

☐　研究者は、当該研究分野のコミュニティー、所属学会や投稿先雑誌社ごとに定められている二重投稿やオーサーシップの規程について、その内容を十分に理解し、遵守していたか。
· 全共著者について、貢献の内容（設計、実験、解析、執筆等）を明示していた
· 所属や役職の確認、本人の同意が取得されていた
· ギフト・オーサーシップを防ぐガイドラインが共有されていた

☐　研究指導者あるいは研究指導責任者は、査読における不適切行為（投稿者による査読者への不当な依頼、介入など）に係る情報を、所属学会や投稿先雑誌社のHP等から収集するとともに、その情報を研究者に提供していたか。

☐　研究者は、研究活動におけるChatGPTをはじめとした生成系AIを利用する場合には、研究指導者あるいは研究指導責任者に、その使用目的の適切性について十分な説明をした上で、相互理解のもと、使用していたか。
· 論文投稿時にはAIの使用について適切に対処していた。

☐　研究指導者あるいは研究指導責任者は、研究不正につながるような生成系AIの使用例についての情報を、所属学会や投稿先雑誌者のHP等から収集するとともに、その情報を研究者に提供していたか。


6． 上記１－５までが適切に順守されているかどうか、第三者がチェックしたか

☐　各学部あるいは全学研究推進委員会は、１．の各委員会で承認後の研究に対し、上記１－５までが適切に順守されているかどうか定期的にランダムにヒアリングチェックを行ったか。


以上、　　年度の研究体制を確認した。以下、自らの役割（複数選択可）にチェックを入れて署名

研究室名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□研究指導責任者、□研究指導者、□研究者：　　　　　　　　　　　　　　　　　

□研究指導責任者、□研究指導者、□研究者：　　　　　　　　　　　　　　　　　

□研究指導責任者、□研究指導者、□研究者：　　　　　　　　　　　　　　　　　

□研究指導責任者、□研究指導者、□研究者：　　　　　　　　　　　　　　　　　

□研究指導責任者、□研究指導者、□研究者：　　　　　　　　　　　　　　　　　

□研究指導責任者、□研究指導者、□研究者：　　　　　　　　　　　　　　　　　

□研究指導責任者、□研究指導者、□研究者：　　　　　　　　　　　　　　　　　
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